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国　税／ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
 本年最初の給与支払日の前日

国　税／ 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
 1月31日

国　税／ 源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／ 12月分源泉所得税の納付 1月10日

（納期の特例を受けている事業所の7～12月
分は1月20日）

国　税／ 11月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／ 5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／ 2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／ 固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／ 給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／ 労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

 （労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

　ホテルや旅館の宿泊者に課税する法定外目
的税。大阪府ではこの1月から１人１泊の宿泊
料金に対して、１万円以上１万５千円未満100
円、１万５千円以上２万円未満200円、２万円
以上300円の税率の宿泊税を導入します。1万円
未満は免税。東京都はすでに平成14年10月に
税率２段階の宿泊税を導入しています。

ワンポイント 宿泊税

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　2日・振替休日　9日・成人の日

日 月 火 水 木 金 土
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1月号 ─ 2

　

毎
年
一
月
に
な
る
と
、
源
泉
徴
収

票
や
各
種
支
払
調
書
の
作
成
・
交
付
・

税
務
署
へ
の
提
出
、
給
与
支
払
報
告

書
、
償
却
資
産
申
告
書
の
各
市
町
村

へ
の
送
付
等
、
他
の
月
に
は
な
い
業

務
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

加
え
て
本
年
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
始
ま
る
た
め
実
務
処
理
の

負
担
も
増
え
、
様
式
の
サ
イ
ズ
が
変

更
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
一
月
固
有
の
業

務
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
整
理
し
て

み
ま
す
。

　

Ⅰ　

法
定
調
書

　

法
定
調
書
に
は
多
く
の
種
類
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
一
般
的
な
も

の
に
つ
い
て
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら

は
、
一
月
末
ま
で
に
所
轄
税
務
署
長

に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

１　

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

【
税
務
署
提
出
を
要
す
る
範
囲
】

　

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
受
給

者
交
付
用
）」
は
、
提
出
範
囲
に
か
か

わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
受
給
者
に
つ
い

て
作
成
の
上
、
一
月
末
日
ま
で
に
そ

れ
ぞ
れ
の
受
給
者
に
交
付
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
受
給
者

交
付
用
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
は

し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
給
与
支
払
報
告
書
と
同
時

に
作
成
で
き
る
よ
う
に
、
四
枚
又
は

三
枚
複
写
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２　

退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
・
特

別
徴
収
票

【
税
務
署
提
出
を
要
す
る
範
囲
】

　

退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
・
特
別

徴
収
票
の
提
出
範
囲
は
、
平
成
二
十

八
年
中
に
支
払
が
確
定
し
た
退
職
手

当
等
の
受
給
者
が
、
法
人
（
人
格
の

な
い
社
団
等
を
含
み
ま
す
）
の
役
員

（
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監

査
役
、
理
事
、
監
事
、
清
算
人
、
相

談
役
、顧
問
等
）で
あ
っ
た
者
で
す
。

　

な
お
、「
退
職
所
得
の
源
泉
徴
収
票
」

は
、
提
出
範
囲
に
か
か
わ
ら
ず
、
退

職
後
一
か
月
以
内
に
す
べ
て
の
受
給

者
に
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

３　

報
酬
・
料
金
・
契
約
金
及
び
賞

金
の
支
払
調
書

【
税
務
署
提
出
を
要
す
る
範
囲
】

　

平
成
二
十
八
年
中
に
講
演
料
や
外

交
員
報
酬
な
ど
所
得
税
法
第
二
〇
四

条
第
一
項
等
に
規
定
す
る
報
酬
・
料

金
等
を
支
払
っ
た
者
は
、
同
一
人
に

対
す
る
支
払
金
額
の
合
計
が
一
定
額

を
超
え
る
場
合
に
提
出
し
ま
す
。

４　

不
動
産
の
使
用
料
等
の
支
払
調
書

⑴
　
提
出
義
務
者

　

平
成
二
十
八
年
中
に
不
動
産
、
不

動
産
の
上
に
存
す
る
権
利
、
総
ト
ン

数
二
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
・
航
空
機

の
借
受
け
の
対
価
等
を
支
払
っ
た
法

【給与所得の源泉徴収票の提出範囲】
受給者の区分 提出範囲

年
末
調
整
を
し
た
者

⑴法人（人格のない社団等を含みます）の役員（取締役、執行役、会計参与、監査役、
理事、監事、清算人、相談役、顧問等である者）及び現に役員をしていなくても平
成28年中に役員であった者

平成28年中の給与等の支払金額が150
万円を超えるもの

⑵弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、
建築士等（所得税法第204条第１項第２号に規定する者）

平成28年中の給与等の支払金額が250
万円を超えるもの

⑶上記⑴及び⑵以外の者 平成28年中の給与等の支払金額が500
万円を超えるもの

年
末
調
整
を
し
な
か
っ
た
者

⑷「給与所得者の扶養
控除等申告書」を提
出した者

イ平成28年中に退職した者、災害により被害を受けたため、
平成28年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別
所得税の徴収の猶予又は還付を受けた者

平成28年中の給与等の支払金額が250
万円を超えるもの。ただし、法人の役員
の場合には50万円を超えるもの

ロ平成28年中に主たる給与等の金額が2,000万円を超えるた
め、年末調整をしなかった者 全部

⑸「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者（給与所得の源泉徴収税額表
の月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等）

平成28年中の給与等の支払金額が50
万円を超えるもの

各
種
法
定
調
書
と

償
却
資
産
申
告
書

　
　
　
　の
作
成

～マイナンバー適用開始～
１月固有業務のポイント

各
種
法
定
調
書
と

償
却
資
産
申
告
書

　
　
　
　の
作
成



3 ─ 1月号

人
や
不
動
産
業
者
で
あ
る
個
人
。

⑵
　
支
払
調
書
の
提
出
範
囲

　

同
一
人
に
対
す
る
平
成
二
十
八
年

中
の
支
払
金
額
の
合
計
が
一
五
万
円

を
超
え
る
も
の
。

　

な
お
、
法
人
に
支
払
わ
れ
る
不
動

産
の
使
用
料
等
に
つ
い
て
は
、
地
上

権
、
不
動
産
等
の
賃
借
権
、
そ
の
他

土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
の
設
定
に

よ
る
対
価
が
な
い
場
合
に
は
、
提
出

は
不
要
で
す
（
主
に
個
人
の
不
動
産

所
得
の
チ
ェ
ッ
ク
に
使
わ
れ
る
た
め

で
す
）。

　

Ⅱ　

給
与
支
払
報
告
書

　

給
与
支
払
事
業
者
は
、
住
民
税
の

特
別
徴
収
の
資
料
と
す
る
た
め
に
、

一
月
末
日
ま
で
に
受
給
者
の
一
月
一

日
現
在
居
住
す
る
市
町
村
長
宛
に

「
給
与
支
払
報
告
書
」（
源
泉
徴
収
票

と
複
写
で
書
け
る
も
の
二
枚
）
と
総

括
表
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

Ⅲ　

償
却
資
産
申
告
書

１　

申
告
す
べ
き
資
産

　

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
現
在
に

お
い
て
現
存
す
る
事
業
用
償
却
資
産

（
他
に
貸
し
付
け
て
い
る
も
の
を
含

み
ま
す
）
に
つ
い
て
申
告
し
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
下
表
に
掲
げ
る
よ

う
な
も
の
で
す
。

　

な
お
、
土
地
及
び
家
屋
は
、
不
動

産
登
記
簿
や
実
地
調
査
に
よ
り
市
町

村
が
独
自
で
課
税
台
帳
を
作
る
の
で

申
告
と
い
う
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税

の
課
税
対
象
で
あ
る
自
動
車
・
軽
自

動
車
・
小
型
自
動
車
は
、
二
重
課
税

排
除
の
見
地
か
ら
課
税
対
象
外
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

注
意
す
べ
き
点
と
し
て
「
中
小
企

業
者
等
の
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取

得
価
額
の
損
金
算
入
の
特
例
制
度
」

に
よ
り
三
〇
万
円
未
満
の
減
価
償
却

資
産
を
必
要
経
費
又
は
全
額
損
金
算

入
し
た
場
合
は
、
申
告
対
象
と
な
り

ま
す
。

２　

申
告
の
方
法

⑴
　
前
年
度
（
平
成
二
十
八
年
度
）

に
申
告
し
た
者
…
…
増
減
申
告

　

平
成
二
十
八
年
一
月
二
日
か
ら
平

成
二
十
九
年
一
月
一
日
現
在
ま
で
の

間
に
、
増
加
・
減
少
の
あ
っ
た
資
産

に
つ
い
て
申
告
し
ま
す
。

⑵
　
今
年
度
初
め
て
申
告
す
る
者
…

…
全
資
産
申
告

　

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
現
在
所

有
す
る
全
資
産
に
つ
い
て
申
告
し
ま

す
。

３　

免
税
点

　

課
税
標
準
の
合
計
額
が
一
五
〇
万

円
未
満
の
場
合
は
、
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
。

４　

納
期

　

納
期
は
四
月
、
七
月
、
十
二
月
及

び
翌
年
二
月
の
四
回
で
す
（
市
区
町

村
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
）。

記載例

〈国税庁ホームページより〉

注　この記載例は、外交員
報酬を次のように支払っ
ている場合の例です。

１　１月から12月まで
の 報 酬 の 支 払 総 額 が
2,400,000円（ 給 与 等
の支払い金額なし）。

２　１のうち、支払調書
作成日現在において未
払の報酬の合計金額が
200,000円。

種類別資産例
資産の種類 主な償却資産の例示

1．構築物 広告塔、井戸、門、塀、庭園その他土地に定着する土
木設備など

2．機械及び装置
電気機械、化学機械、建設機械、印刷機械、起重機そ
の他物品の製造・加工・修理などに使用する機械及び
装置など

3．船舶 ボート、貨物船、客船など
4．航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

5．車両及び運搬具 ホイールクレーン、フォークリフトなどの特殊自動車
（自動車税及び軽自動車税の課税対象は除く）など

6．工具・器具及び備品
机、椅子、ロッカー、金庫、ワープロ、計算機、レジ
スター、応接セット、テレビ、陳列ケース、測定工具、
切削工具など



1月号 ─ 4

　社会保障・税番号制度（マイナンバー制
度）の導入により、平成28年１月１日以
降に相続等（贈与をした者の死亡により効
力を生ずる贈与を含む）により取得する財
産に係る相続税の申告書には、被相続人の
マイナンバーを記載する必要がありました
が、平成28年10月以降に提出する相続税
申告書より、被相続人のマイナンバーの記
載が不要となりました。
　故人からは相続開始後に個人番号の提供
を受けることができないため、相続税申告
書に被相続人の個人番号を記載するには、
相続開始前に、相続税の申告のために、あ
らかじめ個人番号の提供を受けておくこと
が必要でした。しかし、親族間であっても
抵抗があったり、困難である、という趣旨
の意見があったようです。そのような意見
を踏まえ、相続税申告書への被相続人の個
人番号の記載を不要とする見直しが行われ
ました。

　
例
え
ば
、
夫
が
長
男
を
扶
養
親
族

と
す
る
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除

等
申
告
書
」
を
提
出
し
年
末
調
整
を

行
い
、
妻
が
扶
養
親
族
の
記
載
を
せ

ず
に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

申
告
書
」
を
提
出
し
年
末
調
整
を
行

っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
後
、
夫
の
扶

養
親
族
を
妻
の
扶
養
親
族
に
変
更
す

る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
扶
養
親
族
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す

る
者
（
妻
）
及
び
減
少
さ
せ
よ
う
と

す
る
者
（
夫
）
全
員
が
、
そ
の
所
属

の
変
更
を
記
載
し
た「
確
定
申
告
書
」

を
提
出
す
れ
ば
、
扶
養
親
族
の
所
属

の
変
更
は
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、こ
の
場
合
の
申
告
書
に
は
、

「
修
正
申
告
書
」
及
び
「
更
正
の
請
求

書
」
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
の
で
、
い
ず

れ
か
の
居
住
者
が
い
っ
た
ん
確
定
申

告
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、

扶
養
親
族
の
所
属
の
変
更
は
で
き
ま

せ
ん
。

新
年
の
ご
挨
拶

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
今
年
の
四
月
で
満
六
四
歳
に
な
り
ま
す
。
随
分
と
歳
を
取
り
ま
し

た
。
昭
和
五
十
八
年
に
税
理
士
登
録
を
し
、
昭
和
六
十
三
年
か
ら
税
理
士

業
を
は
じ
め
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
創
業
三
十
年
を
迎
え
て
い
ま
す
。
三
十

年
間
と
言
う
長
い
間
、
大
過
な
く
税
理
士
業
が
出
来
た
こ
と
は
、
顧
問
先

様
の
暖
か
い
ご
指
導
ご
鞭
撻
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
私
一
人
の
力
で
到
底
で

き
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
創
業
以
来
お
付
き
合
い
た
だ
い
て
い
る
顧

問
先
様
も
数
件
は
今
も
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。
お
互
い

に
歳
を
重
ね
た
こ
と
で
戦
友
の
よ
う
な
間
柄
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
一
般
的
に
は
六
〇
歳
を
迎
え
る
と
定
年
退
職
に
な
り
、
残
さ
れ

た
時
間
を
悠
々
自
適
に
過
ご
す
わ
け
で
す
が
、
私
は
ま
だ
ま
だ
や
り
残
し

た
こ
と
が
あ
り
、
こ
こ
で
税
理
士
業
を
辞
め
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

老
害
と
言
わ
れ
て
顧
問
先
様
や
従
業
員
か
ら
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
と

き
は
潔
く
こ
の
事
業
を
後
進
に
譲
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　

従
い
ま
し
て
当
分
の
間
は
顧
問
先
様
の
ご
事
業
の
発
展
に
寄
与
す
べ
く

頑
張
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
発
展
を
祈
念
し
て
、
新
年
の
ご

挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

�

税
理
士　

大
野
輝
人

相続税申告書への被相続人の
マイナンバーの記載が不要に扶

養
親
族
の
所
属
の
変
更


